
● 第15回合併協議会の結果報告

● 第5・6回新町名称・庁舎等検討小委員会が
　 開催されました

● 合併協定項目の協議状況

● 合併協議会からのお知らせ
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1月9日、両町において成人式が開催されました。



十
二
月
二
十
六
日
、
神
崎
町
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
局
舎
に
お
い
て
、
第
十
五
回
神
崎

町
・
大
河
内
町
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
の
協
議
会
で
は
、
報
告
事

項
二
件
、
協
議
事
項
三
件
に
つ
い
て
協
議

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

開
会
に
あ
た
り
、
足
立
理
秋
会
長
（
神

崎
町
長
）
よ
り
、
次
の
と
お
り
あ
い
さ
つ

が
あ
り
ま
し
た
。

今
年
は
、
国
内
外
の
社
会
情
勢
、
経

済
、
財
政
、
ま
た
、
自
然
の
驚
異
等
情
勢

に
大
変
厳
し
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
り
わ
け
、
中
越
地
方
を
襲
っ
た
大
地
震
、

そ
し
て
度
重
な
る
大
型
台
風
の
襲
来
は
、

本
県
で
も
但
馬
地
方
・
淡
路
地
区
に
大
き

な
災
害
を
も
た
ら
し
、
ま
た
両
町
と
も
倒

木
の
被
害
、
道
路
、
河
川
等
に
多
く
の
被

害
が
発
生
し
ま
し
た
。
今
な
お
修
復
に
目

途
が
立
っ
て
な
い
状
況
も
ご
ざ
い
ま
し

て
、
何
と
か
早
期
復
旧
に
向
け
て
最
大
の

努
力
を
い
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

さ
て
、
本
日
、
第
十
五
回
の
神
崎
町
・

大
河
内
町
合
併
協
議
会
を
開
催
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
を
若
干
顧
み
ま
す
と
当
協
議
会

は
、
今
年
の
二
月
四
日
に
施
行
さ
れ
立
ち

上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
月

十
五
日
に
は
、
第
一
回
の
合
併
協
議
会
を

開
催
し
、
協
議
会
委
員
さ
ん
二
十
八
名
、

新
町
建
設
小
委
員
会
委
員
と
し
て
別
に
十

二
名
の
方
々
、
そ
し
て
前
川
県
会
議
員
さ

ん
、
県
民
局
長
さ
ん
に
は
顧
問
と
し
て
そ

れ
ぞ
れ
委
嘱
申
し
上
げ
、
真
剣
か
つ
誠
実

に
協
議
を
重
ね
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
陰
を
持
ち
ま
し
て
、
合
併
協
定
項
目

の
基
本
的
な
事
項
で
あ
り
ま
す
合
併
の
方

式
を
対
等
合
併
と
す
る
新
設
合
併
、
合
併

の
目
標
期
日
を
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

に
、
新
町
の
本
庁
は
、
現
大
河
内
町
庁
舎

と
し
、
神
崎
町
域
に
は
、
総
合
窓
口
業
務

と
福
祉
機
能
を
有
し
防
災
拠
点
機
能
も
兼

ね
備
え
た
支
庁
舎
を
設
置
し
、
長
谷
支
所

も
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
合
意
に
達
し
て
お

り
ま
す
。

ま
た
、
新
町
建
設
計
画
に
つ
き
ま
し
て

は
、
小
委
員
会
の
委
員
さ
ん
の
多
様
で
か

つ
建
設
的
な
意
見
を
い
た
だ
き
精
力
的
な

協
議
を
重
ね
て
い
た
だ
き
ま
し
た
結
果
、

立
派
な
新
町
建
設
計
画
に
仕
上
げ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
の
内
容
は
、
両
町
で
開

催
の
住
民
説
明
会
で
そ
れ
ぞ
れ
説
明
が
な

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
現
在

で
は
、
県
で
事
前
協
議
と
し
て
審
査
を
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
議
会
議
員
の
定
数
・
任
期
、

今
回
協
議
い
た
だ
く
農
業
委
員
の
定
数
・

任
期
等
、
そ
し
て
、
新
町
の
名
称
も
十
一

月
の
公
募
期
間
を
踏
ま
え
、
す
で
に
絞
込

み
作
業
に
入
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

て
一
月
下
旬
に
は
、
最
終
の
選
定
を
合
併

協
議
会
で
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
現
在
九
割
程
度
の
調
整
を

行
う
こ
と
が
出
来
ま
し
て
、
こ
れ
も
各
委

員
さ
ん
の
真
摯
な
る
協
議
の
積
み
重
ね
が

こ
の
よ
う
な
結
果
と
し
て
表
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
厚
く
感
謝
と
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
市
川
町
さ
ん
と
の
問
題
で

ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
も
こ
の
席
で
経
過
等
を
お
知

ら
せ
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
、

そ
の
状
況
を
若
干
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

八
月
六
日
に
県
か
ら
両
町
に
お
越
し
に

な
り
ま
し
て
、
市
川
町
を
加
え
た
三
町
合

併
に
つ
い
て
の
打
診
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
日
を
境
と
し
ま
し
て
、
三
町
合
併

の
課
題
が
急
に
浮
上
し
て
ま
い
り
ま
し

て
、
十
月
十
八
日
に
は
、
市
川
町
長
さ
ん

か
ら
二
町
に
対
し
合
併
協
議
の
参
加
の
正

式
な
申
し
入
れ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ

を
受
け
ま
し
て
、
両
町
と
も
各
区
ご
と
の

住
民
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
て
、
新
町
建
設
計
画
の
説
明
と
市
川

町
の
件
は
、
市
川
町
か
ら
の
申
し
入
れ
に
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対
し
ま
し
て
は
、
真
摯
に
受
け
止
め
、
広

域
的
な
合
併
を
考
え
る
に
は
、
こ
の
際
三

町
で
合
併
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
私
の
思

い
を
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
神
崎
町
住
民
の
受
け
止
め
方
は
、
想

像
を
超
え
る
厳
し
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、
住
民
の
意
見
・
考
え
を
無
視
し
た
場

合
、
今
ま
で
培
っ
て
き
ま
し
た
行
政
と
住

民
の
信
頼
関
係
が
一
挙
に
崩
れ
去
り
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
、
私
の
胸
の
う
ち
は
、
非

常
に
複
雑
で
、
夜
も
眠
れ
な
い
日
々
が
続

き
、
三
町
合
併
の
設
置
議
案
の
提
出
す
ら

出
来
な
い
と
も
考
え
ま
し
た
が
、
そ
の
後

三
町
長
に
県
民
局
を
交
え
た
調
整
会
議
で

は
、
県
の
強
い
要
請
も
あ
り
、
ま
た
、
上

野
町
長
さ
ん
か
ら
は
、
三
町
合
併
に
努
力

し
、
三
町
合
併
が
仮
に
不
調
に
終
わ
っ
て

も
、
二
町
合
併
に
は
、
前
向
き
に
努
力
し
、

こ
の
確
約
に
つ
い
て
努
力
し
た
い
と
い
う

こ
と
を
お
聞
き
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
言

葉
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
も
の
で
、
三
町
ま
た

は
、
二
町
合
併
が
必
ず
や
成
就
す
る
も
の

と
信
じ
、
熟
慮
の
上
、
住
民
に
対
し
ま
し

て
は
、
再
度
C
A
T
V
、
告
知
放
送
を
介

し
て
説
明
責
任
を
果
た
し
な
が
ら
、
議
会

提
案
す
る
こ
と
に
踏
み
切
っ
た
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
。
今
後
年
末
年
始
に
か
け
て
も

多
少
な
り
と
も
そ
れ
ぞ
れ
動
き
が
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
が
、
日
々
刻
々
と
状
況
が

変
化
し
て
い
る
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
、
最
初
に
あ
た
り
ま
し
て
、
合
併

協
議
会
委
員
の
皆
様
の
こ
れ
ま
で
の
ご
苦

労
に
対
し
て
の
お
礼
と
現
在
の
状
況
を
申

し
上
げ
ま
し
た
。

【
報
告
第
三
十
一
号
】

神
崎
町
・
大
河
内
町
合
併
協
議
会
出
納

検
査
（
十
二
月
実
施
）
の
報
告
に
つ
い
て

十
二
月
十
六
日
に
平
成
十
六
年
四
月
か

ら
十
一
月
分
ま
で
の
出
納
状
況
等
の
検
査

を
実
施
し
た
結
果
、
現
金
出
納
は
確
実
で
、

預
金
の
管
理
運
用
も
適
切
に
処
理
さ
れ
て

お
り
、
計
数
的
に
は
誤
り
が
な
か
っ
た
旨

の
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

【
報
告
第
三
十
二
号
】

第
五
回
新
町
名
称
・
庁
舎
等
検
討
小
委

員
会
の
開
催
報
告
に
つ
い
て

第
五
回
の
新
町
名
称
・
庁
舎
等
検
討
小

委
員
会
で
は
新
町
名
称
募
集
の
集
計
結
果

に
つ
い
て
事
務
局
か
ら
説
明
を
受
け
、
そ

の
後
第
一
次
選
考
を
実
施
し
応
募
総
数
八

百
八
十
六
点
の
作
品
の
中
か
ら
、
小
委
員

会
第
一
次
選
考
と
し
て
二
十
二
点
を
選
定

し
た
旨
の
報
告
が
立
石
委
員
長
よ
り
な
さ

れ
ま
し
た
。（
5
ペ
ー
ジ
参
照
）

【
協
議
第
五
十
四
号
】

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て

合
併
に
伴
い
、
両
町
の
農
業
委
員
会
の

委
員
（
選
挙
及
び
選
任
に
よ
る
）
は
原
則

と
し
て
失
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
議
会
議
員
と
同
様
に
合
併
と
い
う

特
殊
な
事
情
を
考
慮
し
、
選
挙
に
よ
り
選

出
さ
れ
た
農
業
委
員
に
つ
い
て
は
、
合
併

特
例
法
で
合
併
後
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

で
在
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
例
措
置
が

設
け
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
つ
の

自
治
体
に
一
つ
の
農
業
委
員
会
を
置
く
こ

と
が
原
則
で
す
が
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
場
合
に
は
、
旧
町
の
地
域
ご
と
に

農
業
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
特
例

も
あ
り
ま
す
。

両
町
の
農
業
委
員
は
定
数
三
十
名
、
議

会
推
薦
委
員
八
名
、
農
業
団
体
推
薦
委
員

二
名
、
全
体
で
四
十
名
で
あ
る
現
状
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
次
の
と
お
り
調
整
す
る
こ

と
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

〈
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の

取
扱
い
に
つ
い
て
〉

◆
農
業
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
新

町
に
一
つ
の
農
業
委
員
会
を
置
き
、
両

町
の
農
業
委
員
の
う
ち
選
挙
に
よ
る
委

員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合
併
の

特
例
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第

一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
合
併
後
、
平

成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
引
き
続

き
新
町
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る

委
員
と
し
て
在
任
す
る
。
ま
た
、
両
町

の
推
薦
委
員
は
新
町
発
足
の
前
日
に
失

職
し
、
新
町
発
足
後
に
新
た
に
議
会
推

薦
委
員
四
名
、
農
業
協
同
組
合
推
薦
委

員
一
名
及
び
土
地
改
良
区
推
薦
委
員
一

名
を
選
任
す
る
。

◆
選
挙
区
制
は
導
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

◆
新
町
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委

員
の
定
数
は
二
十
名
と
し
、合
併
後
初
め

て
行
わ
れ
る
一
般
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。

問
…
現
状
の
農
業
委
員
に
つ
い
て
は
、
各

集
落
一
名
と
い
う
こ
と
か
ら
無
投
票
で

ス
ム
ー
ズ
な
選
出
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

新
町
で
は
委
員
数
が
減
少
す
る
こ
と
か

ら
ど
の
よ
う
な
対
応
と
な
る
の
か
？

答
…
両
町
と
も
農
業
委
員
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
無
投
票
で
あ
り
ま
し
た
が
、

新
町
で
は
委
員
数
が
減
少
す
る
た
め
、

選
出
に
つ
い
て
は
選
挙
が
基
本
と
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
委
員
選
出
に
つ
い
て

協

議

事

項

報

告

事

項



は
こ
れ
ま
で
無
投
票
で
あ
っ
た
た
め
、

こ
れ
ら
の
経
緯
な
ど
も
踏
ま
え
、
今
後

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問
…
適
任
者
が
あ
れ
ば
女
性
委
員
の
選
出

も
お
願
い
し
た
い
が
、
女
性
で
は
無
理

な
委
員
会
な
の
か
？

答
…
選
挙
に
よ
り
選
出
を
行
う
委
員
に
つ

い
て
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
載
す
る
こ

と
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、
女
性
委
員

選
出
も
可
能
で
あ
り
ま
す
。ま
た
、農
協

推
薦
・
議
会
推
薦
委
員
に
つ
い
て
は
、

選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
方

も
選
出
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
べ

て
の
選
出
方
法
に
お
い
て
女
性
委
員
を

選
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
ま
す
。

【
協
議
第
五
十
五
号
】

総
務
関
係
事
務
事
業（
そ
の
三
）集
会
所
、

入
札
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

総
務
関
係
事
務
事
業
で
は
、
集
会
所
建

設
補
助
事
業
、
入
札
指
名
業
者
決
定
事
務

の
取
扱
い
な
ど
三
項
目
に
つ
い
て
協
議
さ

れ
、
す
べ
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

〈
集
会
所
建
設
補
助
事
業
の
取
扱
い
に
つ

い
て
〉

◆
集
会
所
の
新
築
、
改
築
に
つ
い
て
は
、

国
・
県
の
補
助
制
度
を
用
い
て
実
施
す
る

こ
と
を
原
則
と
し
、新
町
に
引
き
継
ぐ
。

◆
補
助
基
準
に
合
致
し
な
い
集
落
の
集
会

所
の
整
備
に
対
し
て
は
、
大
河
内
町
の

町
単
独
補
助
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
と

し
、
新
町
発
足
ま
で
に
補
助
金
交
付
要

綱
を
整
備
す
る
。
た
だ
し
、
補
助
率
は

国
・
県
の
補
助
制
度
を
用
い
て
実
施
す

る
場
合
は
、
三
割
の
地
元
負
担
を
徴
し

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
七
割
と
し
、
ま
た
、

補
助
金
額
の
算
定
に
用
い
る
補
助
面

積
、
補
助
単
価
は
、
そ
の
時
点
に
お
け

る
国
・
県
の
補
助
制
度
の
基
準
を
準
用

す
る
内
容
で
要
綱
を
整
備
す
る
。
ま
た
、

造
成
費
に
対
す
る
補
助
は
、
各
集
落
と

も
既
設
集
会
所
の
用
地
を
有
し
て
い
る

の
で
廃
止
す
る
。

◆
集
落
集
会
所
の
維
持
管
理
、補
修
に
つ
い

て
は
、現
行
の
ま
ま
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

〈
隣
保
集
会
所
建
設
事
業
の
取
扱
い
に
つ

い
て
〉

◆
隣
保
集
会
所
の
整
備
は
ほ
ぼ
充
足
し
て

お
り
、
こ
の
制
度
の
目
的
は
達
成
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
合
併
時
に

廃
止
す
る
。
ま
た
、
集
落
自
治
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
拠
点
施
設
と
し
て
集
落
集

会
所
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

〈
入
札
指
名
業
者
の
決
定
事
務
の
取
扱
い

に
つ
い
て
〉

◆
入
札
参
加
者
審
査
会
は
現
行
制
度
を
基

本
に
設
置
し
、
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

は
新
町
発
足
後
速
や
か
に
調
整
す
る
。

◆
入
札
・
契
約
制
度
等
の
協
議
は
、
大
河

内
町
の
例
に
よ
り
入
札
参
加
者
審
査
会

で
行
う
。

◆
入
札
参
加
業
者
選
定
要
綱
に
つ
い
て

は
、
新
町
発
足
後
速
や
か
に
一
元
化
を

図
る
。

問
…
大
河
内
町
単
独
補
助
制
度
の
隣
保
集

会
所
整
備
に
対
す
る
補
助
金
が
合
併
時
に

廃
止
と
な
り
、
隣
保
集
会
所
建
設
時
に

負
担
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
何
か

ほ
か
の
補
助
事
業
等
は
な
い
の
か
？

答
…
補
助
要
綱
を
作
成
し
て
か
ら
の
二
十

数
年
間
で
二
十
四
戸
の
隣
保
集
会
所
の

補
助
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
最
近

五
・
六
年
間
に
お
い
て
は
要
望
も
な
い

こ
と
や
、
財
政
状
況
も
含
め
検
討
し
た

結
果
、
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し

た
。
今
後
に
お
い
て
は
、
農
業
改
良
普

及
セ
ン
タ
ー
で
の
融
資
制
度
等
を
活
用

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
新
町
建
設
計
画
の
中
で
の
地
域
サ

ロ
ン
と
い
う
こ
と
で
、
各
集
落
単
位
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
よ
り
充
実
し
て
い

く
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
集
落
の
集
会

施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
国
・
県
補
助

が
優
先
と
な
り
ま
す
が
、
単
独
補
助
制

度
に
つ
い
て
も
補
助
率
を
引
き
上
げ
る

要
綱
を
作
成
し
て
い
く
予
定
と
な
っ
て

い
ま
す
。

【
協
議
第
五
十
六
号
】

議
会
関
係
事
務
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

議
会
の
定
例
会
は
、
地
方
自
治
法
第
百

二
条
第
二
項
に
よ
り
条
例
で
回
数
を
定
め

る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
両
町
と
も
開
催

回
数
（
四
回
）
及
び
召
集
月
（
三
月
・
六

月
・
九
月
・
十
二
月
）
と
も
同
じ
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
臨
時
会
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
三
項
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
召
集
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
両

町
と
も
必
要
に
応
じ
随
時
開
催
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
次
の
と
お
り
調
整
す
る
こ

と
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

〈
定
例
会
・
臨
時
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て
〉

◆
議
会
の
定
例
会
は
、
現
行
の
ま
ま
新
町

に
引
き
継
ぐ
方
向
で
新
町
発
足
ま
で
に

調
整
す
る
。
臨
時
会
に
つ
い
て
は
、
地

方
自
治
法
の
定
め
に
よ
り
開
催
す
る
こ

と
と
す
る
。

〈
委
員
会
の
取
扱
い
に
つ
い
て
〉

◆
議
会
の
委
員
会
種
別
、
委
員
数
に
つ
い

て
は
、新
町
発
足
後
速
や
か
に
調
整
す
る
。
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名　　称 ふりがな

第5・6回新町名称・庁舎等検討小委員会が開催されました。

各委員が3点以内の作品を推薦する。ただし、協議によりそれ以外の作
品の中から2点以内を選定することができる。第1次選考

※小委員会第1次選定結果

第1次選考の候補の中から、各委員がそれぞれ1点推薦し、集計結果等
を参考に協議により決定する。

神崎の神、大河内の河をとった名称。神崎町、大河内町が末永く仲
良くやっていくように願いを込めて。神 河

秀 峰

埴 岡

美 里

わかば

愛 里

彩

笠 峰

神 河

神 北

北 播 磨

あいさと

あ や

かさみね

かみかわ

かみきた

きたはりま

か み か わ

しゅうほう

は に お か

み さ と

わ か ば

名　　称 ふりがな 選　定　理　由

千ヶ峰、峰山、砥峰など美しい山々に囲まれた町であるため。

播磨国風土記において、現在の生野町、大河内町、神崎町、そして市
川町の一部が「埴岡の里」と呼ばれていたため。

緑と美しい川、自然に恵まれた山里である。美しい古里であり続け
るように願いを込めて。

「わかば」のように元気いっぱいの町になって欲しい願いを込めて。

第2次選考
※小委員会第2次選定結果

　12月22日、神崎町ケーブルテレビ局舎において、第5回目の新町名称・庁舎等検

討小委員会が開催され、新町名称募集の集計結果の説明後、小委員会での第1次選

考が実施され、886点の作品の中から

22点の作品が1次選考として選定され

ました。また、1月7日には第6回目の

小委員会が大河内町役場で開催され、

新町名称の第2次選考が実施され、第1

次選定の22点の作品の中から合併協議

会に提案する5点の作品について選定

がなされました。

（5作品・50音順）

（22作品・50音順）

名　　称 ふりがな

緑

美 山

優 希

わ か ば

和 幸

み ど り

み や ま

ゆ う き

わ か ば

わ こ う

名　　称 ふりがな

はにおか

埴 岡

播 磨 中

兵庫中央

美 里

はにおか

はにおか

はりまなか

ひょうごちゅうおう

み さ と

名　　称 ふりがな

清 川

希 来 々

県 央

秀 峰

神 河

中 播 磨

きよかわ

き ら ら

けんおう

しゅうほう

しんこう

なかはりま



合併協議会からの
お知らせ

◆ 第17回合併協議会
日　時：2月13日（日）午後１時30分～
場　所：神崎町ケーブルテレビネットワ

ーク局舎　会議室

◆ 第18回合併協議会
日　時：2月23日（水）午後１時30分～
場　所：大河内町保健福祉センター
　　　　2F福祉講習室

※協議会開催日は予定であり、両町の行事
等で変更もあります。

◆ 協議会・小委員会の傍聴について
　合併協議会・小委員会は、原則公開する
こととなっています。傍聴をご希望される
方は、開会時間の15分前までに会場にお越
しいただき、傍聴受付簿に住所・氏名をご
記入ください。傍聴をされる方に傍聴証を
お渡しします。
　ただし、傍聴をご希望される方が多数あ
る場合には、会場の都合などで傍聴の人数
を制限することもありますので、ご了承く
ださい。

◆ ホームページを開設しています
　神崎町・大河内町合併協議会では、ホー
ムページを開設しています。
　ホームページでは、会議資料や会議録な
どを公表している他、合併に関するご意見・
ご要望なども受け付けています。　現在、
新町名称募集の応募作品及び1次・2次選考
の選定作品の一覧を掲載しています。

◆ ホームページアドレス
http://www.town.kanzaki.hyogo.jp/gappeikyou/

編集・発行編集・発行

神崎町・大河内町合併協議会事務局

〒679－3116
兵庫県神崎郡大河内町寺前64
TEL 0790－34－0002　FAX 0790－34－0691
Ｅ-mail 　  gappeikyou@town.okawachi.hyogo.jp　
ホームページ　http://www.town.kanzaki.hyogo.jp/gappeikyou/
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合併協定項目の協議状況

◎自治体の存立に関わる基本的な事項

合併の方式  

合併の期日  

新町の名称  

新町の事務所の位置  

財産の取扱い  

◎事務事業の一元化に関わる事項（合併特例法規定項目）

新町建設計画（その１）  

新町建設計画（その２）  

議会議員の定数及び任期の取扱い  

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い  

地方税の取扱い（その１）  

一般職の職員の身分の取扱い   

 ◎事務事業の一元化に関わる事項（その他の項目）

 特別職の身分の取扱い  

条例、規則等の取扱い  

事務組織及び機構の取扱い  

一部事務組合等の取扱い  

使用料、手数料等の取扱い  

公共的団体等の取扱い  

補助金、交付金等の取扱い  

町名、字名の取扱い  

慣行の取扱い（その１）  

慣行の取扱い（その２）  

国民健康保険事業の取扱い  

介護保険事業の取扱い  

消防団の取扱い  

自治会・行政連絡機構の取扱い   

◎各種事務事業の取扱い    

議会関係事務事業 

総務関係事務事業（その１） 

総務関係事務事業（その２）

総務関係事務事業（その３） 

企画関係事務事業（その１） 

税務関係事務事業 

住民関係事務事業（その１） 

住民関係事務事業（その２） 

住民関係事務事業（その３） 

保健衛生関係事務事業 

環境衛生関係事務事業 

福祉関係事務事業（その１） 

福祉関係事務事業（その２） 

福祉関係事務事業（その３） 

農林水産関係事業（その１） 

農林水産関係事業（その２） 

農林水産関係事業（その３） 

商工・観光関係事業 

建設関係事業（その１） 

建設関係事業（その２） 

上・下水道事業（その１）水道事業 

上・下水道事業（その２）下水道事業 

学校教育事業 

社会教育事業 

電算システム事業 

地域情報化事業 

その他事業（その１） 

その他事業（その２） 

◎その他の項目について

その他特に必要な項目について

第 ２ 回　Ｈ１６．３．２

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第１２回　H１６．１０．１５

第１３回　H１６．１０．２７

第１５回　H１６．１２．２６

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ６ 回　Ｈ１６．６．３０

第 ６ 回　Ｈ１６．６．３０

第１２回　H１６．１０．１５

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第１３回　H１６．１０．２７

第１１回　H１６．９．２９

第１５回　H１６．１２．２６

第１２回　H１６．１０．１５

第１４回　Ｈ１６．１１．２４

第１５回　H１６．１２．２６

第１４回　Ｈ１６．１１．２４

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第１１回　H１６．９．２９

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第１２回　H１６．１０．１５

第１３回　H１６．１０．２７

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第 ６ 回　Ｈ１６．６．３０

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第 ４ 回　H１６. ４．２８

第１４回　Ｈ１６．１１．２４

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第１２回　H１６．１０．１５

第 １ 回　H１６.２.１５

第 ２ 回　H１６.３.２

※小委員会検討中

※小委員会検討中

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第１２回　H１６．１０．１５

第１２回　H１６．１０．１５

第１４回　H１６．１１．２４

第 ５ 回　H１６．６．１３

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第１１回　Ｈ１６．９．２９

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ６ 回　Ｈ１６．６．３０

第１２回　H１６．１０．１５

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第１５回　Ｈ１６．１２．２６

第１１回　Ｈ１６．９．２９

第１４回　Ｈ１６．１１．２４

第１５回　Ｈ１６．１２．２６

第１４回　Ｈ１６．１１．２４

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第１０回　Ｈ１６．９．１４

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第 ６ 回　Ｈ１６．６．３０

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第１１回　Ｈ１６．９．２９

第１２回　H１６．１０．１５

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ９ 回　Ｈ１６．８．２５

第 ５ 回　Ｈ１６．６．１３

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第 ６ 回　Ｈ１６．６．３０

第 ８ 回　Ｈ１６．７．２８

第 ３ 回　H１６．３．２０

第１４回　Ｈ１６．１１．２４

第 ７ 回　Ｈ１６．７．１７

第１１回　Ｈ１６．９．２９

神崎町・大河内町合併協合併協定項目 提　案 決　定

平成１６年１２月２６日現在
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